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【工夫した点・特徴等】 

 役場担当者と士業が、相談会における役割を明確に分担したことで、相談者がスムーズ

に相談を受けることができた。 
 初めて日曜開催したが、相談者数は少なかった。会社等に勤めていないご高齢の方が多

いので、平日土日はあまり関係がない可能性がある。 
 予約不要としたことで、相談件数の増加につながった。 
 相続登記の相談が多いことが予想されたので、1 チームに 1 人必ず司法書士が入った。 
 那賀町内の士業は 1 人しかいないことで、遠隔地の司法書士はオンライン対応をする場

合もあったが、関連士業が連携して相談に当たることで、総合的な判断が可能となった。 
 補助対象経費として「登記情報」を入れたことで、「オンライン登記情報サービス」を用

い、その場で対象不動産の登記情報を確認するようにした。結果、複雑な案件に対して

も、その場で迅速に対応ができた。 
 相続登記等の相談については、「固定資産税納付書」を持参するようチラシに注意書きを

入れたが、忘れた相談者がいた場合、相談中に「固定資産評価証明」「名寄帳」を役場で

取得してもらうことで、その場で対応が可能となった。（相談会場を役場としたことで、

利便性アップ） 
 書き込みの多さを想定し、A3 で「相談受付票」ひな形を作った。士業記載欄については、

後から整理しやすいよう区分を分けた。相続関係図においては、数次相続が多いことか
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3 所有者の町

外への移動

による家・

土地の譲渡 

親戚同士で売買をしよう

としていたが、建物未登

記、家の周辺敷地は農地だ

ったため転用手続きが必

要だった事例。 

まず建物の表題登記、所有権保存登記を

実行。その後、売買による土地・建物移

転登記を行う。買主が県外在住で農地の

3 条転用が難しいとの判断から、町内に

いる買主の親が農地を取得し、いずれ相

続で買主所有になるよう設計。 

4 建物登記と

底地（数次

相続） 

隣同士、土地の交換をして

未登記のまま数次相続発

生。さらに、その土地上の

建物について、底地が数次

相続で残ったまま登記さ

れた事例。（建物登記はい

ずれの売買目的のため） 

相談者は底地の相続人。たまたま自分の

土地の上に隣地所有者が建物登記をし

たことを知った。建物所有者との関係が

良好だったため、底地の数次相続登記を

進めることで合意。登記完了後、土地を

現状の管理状況に合わせて譲渡する。 

5 役場所有建

物 の 底 地

（借地）が

相続登記未

了 

数次相続の調査中に、土地

の一部が役場に賃貸され

ていたことを知る。さらに

農地のままだった。 

相続登記が完了したら、役場にて農地転

用手続きすることで合意。数次相続の相

続人については連絡をとったことのな

い人が含まれていたため、慎重に進め

る。 

6 遺言対象土

地の相続登

記 

遺言の相談で、遺言対象と

なる土地が相続登記でき

ていなかった事例 

遺言書作成のために、対象土地について

相続登記を進めるべく、相続人に慎重に

連絡をとってもらう。 

7 生前贈与で

家・宅地・山

林・農地の

譲渡 

相続人の一人に生前贈与

する予定の家が未登記で、

山林については県の事前

届け出対象だった事例 

まず建物の表題登記、所有権保存登記を

実行。山林については県に届け出をして

から、贈与契約による移転登記。 

8 共有山林の

数次相続 

山林を数人から数十人で

管理してきたが、何世代も

前で登記が止まっており、

相談者も、そもそもどこに

ある土地か分からない 

他の土地とともに数次相続でも登記で

きそうなら、その旨を案内。逆に、共有

地だけが数次相続だった場合、多額の登

記費用を払うメリットはあまりないと

いうことで断念するケース多数。 
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9 畑の中の墓

地（数次相

続） 

畑の中に取り残された墓

地を畑の所有者に売りた

いと相談 

相談者は畑の所有者。墓地ごと自分の土

地にできたら売りたい意向。ただし、墓

地の所有者は最初、数次相続になってい

るという認識がなかったが、数次相続登

記を自分で行うとのことで、墓地所有者

の結果待ち。 

10 区域全体の

用水がとま

っている農

地の相続 

電気代高騰により、耕作者

が少ない地区では用水を

止めているが、田について

相続が発生 

今後、同地区において耕作者が増える見

通しが立ちにくく、用水の復活は難しい

が、相続登記は必須であるため、その旨

を説明。 

 

② 「那賀町空き家空き地バンク」担当職員向け研修会の実施 

 1 月 16 日（木）10 時～12 時 2 時間実施 
 受講者：空き家空き地バンク担当 1 名、移住・定住支援員（会計年度任用職員）2 名 
 宅建業者における空き家空き地相談フロー、現地確認における注意点等を、資料として

準備（宅建業者向けテキストや市販本等から抜粋） 
 その場で質疑応答 
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【現在の「空き家空き地バンク」運営体制】 

 

 
 

【工夫した点・特徴等】 

 現状、那賀町の空き家空き地バンク担当者は主に一人である。那賀町における不動産の

円滑な活用のためにも、部署異動の際に十分な引継ぎを行い、バンク運営をよりグレー

ドアップしていくようにお願いをし、了承いただいた。 

 不動産に関する専門知識を有する士業による研修を通じて、バンク担当者に宅建業の全

体像を伝えたことで、今後の運営に活かすことができるようになる。 

 研修後、バンク運営マニュアル（バンク登録希望の所有者ヒアリングにおける注意点等）

を作成し、現状の運営体制のままでできる改善を目指した。 

 

【問題となったこと・苦労したこと】 

 担当者と事前のコミュニケーションがしっかり図れたことで、研修においては問題点や

苦労した点はなかった。 
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③ 「那賀町空き家空き地バンク」担当職員向け「運営マニュアル」の作成

 マニュアル作成のため、「空き家・空き地の利活用アンケート」実施（「広報なか 10 月号」

に折込、全町 3,651 部配布）

 回答期間 10 月 1 日～31 日

 回答数 合計 12 件（WEB：8 紙：4）
 バンク担当者へのヒアリング、アンケート結果、研修会等を踏まえて、マニュアル作成
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2 特に売買希望

の場合、建物登

記があるか 

①登記情報で建物登記がなされているか確認（公図か

ら地番を幅広く割り出す）→建物未登記の場合、建物登

記をしないと建物は売買対象にならない旨を説明。ま

た登記があっても現況と合っていない場合もある旨を

説明（固定資産評価証明書から判断） 

②土地と共に「権利証」が保管されているか確認 

※判断がつかない場合は、事前に宅建業者・士業に相談

することを提案 

3 賃貸希望で相

続登記未了の

場合、他の相続

人の同意があ

るか 

他の相続人の同意がなければ、原則、賃貸できない旨を

説明 

4 農地 農地を一緒に

売買/賃貸する

場合 

農業振興課に申請書類を提出し、農地転用手続きを終

えてからでないと、売買/賃貸できない旨を説明 

5 個人間 

取引 

中古住宅販売

について留意

点 

①所有者があえて不具合箇所を隠していた場合は、民

法第 572 条の責任が発生する旨を説明 

②インスペクション（建物状況調査）という方法がある

と説明（売主・買主保護） 

6 貸主の責任 賃貸借契約書が重要である旨を説明。個人間取引とし

ても、できれば士業に作成してもらうこと。貸主として

修繕義務を負うことを説明。 

7 現地調査 隣近所の付き

合いやもめ事

など 

現地調査に行った際等に、隣近所との関係は隠さず説

明をしてもらうこと 

8 境界 特に売買の場合、敷地境界を把握しているか確認 

9 敷地に接する

道路 

特に売買の場合、敷地に接している道路が私有地かど

うかの確認。私有地の場合、通行承諾の書面があった方

がいいと説明。 
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10 査定 中古住宅の価

格査定（個人が

行う場合） 

木造住宅の場合、一般的に 22 年で資産価値がゼロにな

る旨を説明。宅建業者に相談をせずに個人の感覚で見

当外れな売値をつけないよう導く。→バンク上で後か

ら価格を下げていくと「売れていない感」が出てしまう 

★主な減価償却資産の耐用年数表 - 国税庁 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf

/2100_01.pdf 

11 土地の価格査

定（個人が行う

場合） 

近隣の取引事例や地価調査から判断→ただし、利便性

や地域状況により売値は変わると説明 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/t

ochi/7244002/ 
例）那賀町 1 12, 900 円/㎡ 

  那賀町 2 9, 250 円/㎡ 

12 持参物 登録時におけ

る所有者の持

参物 

・対象物件が含まれる固定資産評価証明 

・本人確認書類（免許証等） 

・相続登記申請中の場合は、そのことが分かる書類 

・対象物件の権利証（売買の場合は必要） 

・対象物件の図面、確認済証、検査済証等一式 

※登記情報は公用請求できるが、相談時に持参しても

らうことも検討する 

 

【工夫した点・特徴等】 

 「空き家・空き地の利活用アンケート」においては、回収率アップを目指し、紙と WEB
（Google フォーム）の 2 パターンで実施した。結果、WEB の方が回答数が多かった。 

 現状のバンク登録においては、宅建業におけるリスク管理視点が抜けていたので、それ

を補う所有者ヒアリング項目をマニュアル化。 
 マニュアルは、宅建研修を受けた職員が運用することを前提として作成。 
 バンク運営において民間連携が今すぐにできないため、現状の体制のまま、バンク登録

を希望する所有者や、バンクを利用して空き家空き地を購入/賃貸する利用者が不利にな

ることのないような内容として、マニュアルを精査。 
 

【問題となったこと・苦労したこと】 

 「空き家・空き地の利活用アンケート」においては、想像以上に回答数が少なかった。

また、空き家空き地活用についての積極的な意見が少なく、改めて、住民啓蒙が重要で

ある旨を理解した。 
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10 地域交流センター 日野谷診療所 介護支援専門員 

11 地域交流センター 地域包括支援センター 社会福祉士 

12 相生支所 相生支所地域振興室 主事 

13 相生支所 相生支所地域振興室 主事補 

14 上那賀支所 上那賀支所地域振興室 副支所長 

15 上那賀支所 上那賀支所地域振興室 室長補佐 

16 上那賀支所 上那賀支所地域振興室 主事 

17 木沢支所 木沢支所地域振興室 副支所長 

18 木沢支所 木沢支所地域振興室 主事 

19 木頭支所 木頭支所地域振興室 支所長 

20 木頭支所 木頭支所地域振興室 係長 

21 木頭支所 木頭支所地域振興室 係長 

22 木頭支所 木頭支所地域振興室 集落支援員 
 

【工夫した点・特徴等】 

 にぎわい推進課担当者が中心となり、積極的に職員に参加を呼びかけた結果、令和 5 年

度の勉強会に出席していなかった職員や二年連続参加の職員を含め、ある程度参加者が

多かった。 
 会場は本庁のみとし、遠隔地の職員はオンラインで参加してもらった。 
 本庁、各支所のみならず、高齢者と日常接する町営診療所や地域包括支援センター職員

にも参加してもらった。 
 質問は、講義時間を超過しても受け付け、職員の知識習得に努めた。 
 

【問題となったこと・苦労したこと】 

 計画時は 2 回に分けて勉強会を開催する予定だったが、当日自由参加としたことで 1 回

目の参加者数が読めずに 2 回目にまとめた。 
 日常業務で相続関係を扱わない部署の参加者も多かったため、相続に関する基礎的な質

問が多かった。より多くの職員に、相続に関する知識や所有者不明土地に関する勉強機

会（特に、所有者不明土地になることの住民・行政デメリット）を提供し、今後も、弊

団体と職員が一丸となって、問題に取り組んでいくようにしたいと提案した。 
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⑤ 「那賀町空き家空き地バンク」と地元民間団体との連携方法の模索 

 連携方法を探る前提として、現時点で空き家空き地に関して、役場がどのような体制か、

周辺の制度とともに実態を調査した。 
(ア) 徳島県住宅供給公社の「空き家管理サービス」利用調査 
 那賀町内においては、令和 5 年度で利用実績 1 回 

(イ) 徳島県住宅供給公社の「空き家コーディネーター」との関わり調査 
 那賀町から住宅供給公社に派遣依頼をし、住宅供給公社が同社に登録のある「空き

家コーディネーター」を選んで、那賀町に派遣する。詳細については、那賀町の管

轄ではないため、調査が難しかった。 
cf. 「空き家コーディネーターとして登録されるには」（出典：徳島県庁 HP） 

① 徳島県内に事務所を有する宅地建物取引業者において業務に従事する宅

地建物取引士であること 
② 空き家コーディネーターの養成を目的とした、県が主催する講習会を受

講すること 
(ウ) 空き家空き地バンク運営における宅建業法違反調査（四国地方整備局ヒアリング） 
 空き家空き地バンクの運営になんらかの問題があったとしても、地方自治体におい

ては宅地建物取引業法の「適用除外」 
cf. この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。（同法 78 条１項） 

(エ) 「移住コーディネーター」と「集落支援員」における空き家との関わり調査 
 「移住コーディネーター」は、令和 5 年 3 月時点で、県下 116 名、那賀町は 12 名。

移住者と地域の仲介役であり、空き家空き地に関する取り組みは行っていない。 
 「集落支援員」は、木頭地区に 1 名。地域と人をつなぐ活動をしているが、現時点

では空き家空き地に関する活動はしていない。 
(オ) 「那賀町空き家等対策計画」調査 
 令和２年度から令和６年度までの５カ年計画を調査。 

那賀町空き家等対策計画 
 1 月 30 日（金）令和 7 年度以降の「空き家等対策計画策定会議」にオブザーバー参

加 
(カ) 「空き家改修補助金」調査 

 対面及びメール等でのバンク担当者ヒアリングを行った。 
 11 月 22 日（金）10 時～11 時 担当課長・バンク担当者・士業チームにて、これまでの

ヒアリングをまとめたシートをもとに「空き家空き地バンク MTG」を開催 
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5 所有者

による

空き家

の改修

等 

空き家改修費や家財道具運搬費

を助成する「那賀町空き家改修費

等補助金交付」制度あり。住宅改

修工事は 10 万円以上の経費の 2

分の 1（上限 100 万円）、家財道

具等処分運搬及び清掃等費用は 2

分の 1（上限 14 万円）に相当する

金額を補助。（条件あり） 

改修費等補助金は、買主（借主）が移

住者で契約成立の場合に初めて申請

できる。→改修前の写真をバンクに掲

載するので、成約率が落ちる可能性が

あるが、目的外使用の恐れがあるた

め、この制約は必須。 

※移住者：那賀町に移住（住民票をう

つして定住）する人、もしくは移住か

ら 3 年以内の人 

6 交渉申

込みの

通知 

（内覧

希望者

があっ

た 場

合） 

空き家利用希望者から内覧等を

希望される場合、空き家所有者へ

連絡し、所有者と利用希望者の日

程調整をした上で役場職員立会

のもと内覧。 

この時点で宅建業者が入らないので、

瑕疵の確認をすることができない。民

法における所有者責任の説明も難し

い。 

7 交渉 ①直接交渉：所有者と利用者の２

者間で交渉。 

②間接交渉：「とくしま回帰」住

宅対策総合支援センター（徳島県

住宅供給公社）から空き家コーデ

ィネーター（宅建業者）が派遣さ

れる。もしくは、個人で宅建業者

へ仲介を依頼する。 

契約前に仲介業者が物件を確認する

ことが難しい。★町外の空き家コーデ

ィネーターは、賃貸の場合、仲介手数

料4万円の補助ではコストに合わない

のでそこまで詳細に物件調査を行わ

ない可能性がある。 

8 契約の

成 立

（不成

立）、町

への報

告 

賃貸や売買契約が成立（または不

成立）した場合には、町へ報告。 

トラブル事例：直接契約の場合が多

い。 

・貸主と借主の認識違い 

・家賃が払えるかの相談あり 

※契約成立後は連絡（相談等）が無い

限り町では把握できない→町が紹介

した物件で問題が生じても、当事者が

相談できる相手がいない。宅建業者が

最初から詳細な調査を行っていた場

合は、宅建業者の責任も発生するた

め、契約後トラブルは起きにくい。 
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9 買 主

（ 借

主）に

よる空

き家の

改修等 

空き家の購入または賃貸の契約

が成立し、一定の条件を満たす場

合には空き家改修費や家財道具

等の処分運搬費を助成する「那賀

町空き家改修費等補助金交付」の

対象。 

那賀町に移住（住民票をうつして定

住）する人、もしくは移住から 3 年以

内の人のみが対象→二地域居住促進

法（令和 6 年 11 月 1 日施行）はまだ

考慮されていない。 

 

【工夫した点・特徴等】 

 バンク担当者と対面やメール等、密なやりとりをする中で、何が問題点かをあぶり出し

つつ、担当者との信頼関係を築いていった。 
 現在の運営方法をチャートにまとめ、運営フローそれぞれにおける課題を抽出した。 
 地元民間団体との連携を近々に進めることは難しいことが分かり、プロジェクトの方向

性を「民間団体との連携の模索」から「行政のみによる運営体制を維持したまま、バン

ク運営を改善する提案」に変えた。 
 

【問題となったこと・苦労したこと】 

 バンク担当者は、バンク専任ではなくマルチタスクを担っており、また、数年の担当期

間では、成約数も多くなく実例に触れる機会が少ないと推測される。今後も判断に迷っ

た際は、弊団体を頼ってもらえるような存在になるべく、信頼関係を築いていきたい。 
 今後、空き家空き地バンクをどのように有効活用するか？どのように広めていくか？所

有者と利用者保護はどうしていくか？などに関しては、一旦は、上記「提案」にとどめ

るが、今後、引き続き改善要望を挙げ、役場との意識のすり合わせを継続して行ってい

きたい。 
 

⑥ 徳島県内他市町村の「空き家空き地バンク」事例研究 

 那賀町における空き家空き地バンク運営のヒントを探るため、ヒアリング先の市町村を

インターネット検索及び 新聞記者に相談して選定 
 選定基準 

 空き家空き地バンク運営において、特色のある自治体 
 同じぐらいの人口規模、もしくは中山間地の自治体 

 バンク担当者とスケジュール調整 
 5 市町と個別にオンライン MTG（12 月 2 日・三好市、12 月 12 日・美馬市、神山町、

つるぎ町、12 月 13 日・美波町） 
 議事録作成、各自治体担当者と共有 
 5 市町比較表作成 
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物件紹介ページ 設けている（ただし、

空き地取扱なし） 

設けている 設けていない（殺

到するのを防ぐた

め）が、空き家所有

者の希望により一

部公開あり 

年間平均相談件数 
 

40～50 件/年 
 

年間平均登録件数 16 件/年 5 件/年 10 件/年 

年間平均成約件数 6 件/年 4 件/年  5 件/年 

所有者の意向 賃貸より売買が多い 賃貸より売買が多い 賃貸と売買が同数

程度 

相続登記 相続登記未了でも登

録可能（登録前の本調

査で宅建業者が入る

のでそこで注意喚起） 

相続登記必須（バンク

登録前に公用請求で

役場が登記情報を確

認） 

相続登記未了でも

登録可能（申請者

から全部事項証明

を提出してもら

う） 

未登記建物の取扱 登録可能であるが、申

請時にそのままでは

売買が難しいことを

説明し、登記を促して

いる 

賃貸も売買も原則断

っている 

そもそも未登記が

少ない 

残置物処分 改修補助金で空き家

の家財撤去(空き家に

残存する家財道具等

の処分又は搬出)にか

かる経費も申請可能 

バンク登録要件とし

て、残置物は成約時に

必要物品以外全撤去 

  

山林・農地の扱い 空き地取扱なし 空き家とセットで紹

介することも可能 
  

運営ポイント 売れる物件は、特に価

格査定において最初

から宅建業者がきめ

細やかなフォロー 

空き家バンク活用補

助金 

※購入又は賃借した

人が指定宅建業者に

支払った仲介手数料

（消費税除く）の額

（上限 20 万円） 

移住希望者等への

ヒアリングの実施

（移住担当と空き

家空き地バンク担

当が一緒の職員の

ため） 
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個人間の売買は禁止

していないが、あまり

勧めておらず、宅建業

者を利用して契約し

た方が、トラブルが少

ないというアドバイ

スを行っている 

個人間売買は原則認

めない。宅建業者が入

ることを前提に運営。

トラブル回避のため 

空き家所有者への

ヒアリングの実施

（どういった方に

貸したいか、ホー

ムページに掲載し

たか等） 

市の HP だけでなく、

外部のサイトにも転

載している（ と

空き

家バンク） 

宅建業者に入っても

らうことで、移住者に

対してもライフライ

ンの業者を紹介して

もらえる 

  

 

【工夫した点・特徴等】 

 徳島県内に自治体は 24 あるが、どの自治体を選ぶか選定基準をしっかり定めた。結果、

自治体ごとに運営の特色が明らかになった。その上で、那賀町としてはどのような運営

方法をとっていくか、担当者と話し合う土台ができた。 
 空き家空き地バンク運営を外部委託した際の予算規模をヒアリングすることができた。 
 今後のため（モデル事業の横展開）、各自治体と良好な関係を構築することを意識した。 
 

【問題となったこと・苦労したこと】 

 那賀町バンク担当者が多忙な時期にヒアリングを実施したため、バンク担当者不在で、

士業 1 人で対応したこともあった。 
 当初想定よりヒアリング先自治体の運営体制がバラバラだったため、那賀町でのバンク

運営において何が最良か、改めて根底から考え直す必要があった。 
 

⑦ 「那賀町空き家空き地バンク」を含む移住者向けホームページへの提案 

 提案を実施予定だったが、サイトリニューアルの時期が不明瞭だったため、提案事項の

協議が間に合わなかった。 
 現在も流動的にサイト内容が変わっていっているので、ある程度落ち着いた段階で、リ

ニューアルしたサイトについて提案予定。 
 

【工夫した点・特徴等】 

 バンク担当者に随時、サイトリニューアル進捗を含む情報提供を呼びかけた。 
 

【問題となったこと・苦労したこと】 
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 サイトリニューアル担当がバンク担当と別だった（部署は同じ）ことで、役場内での情

報共有もうまくなされておらず、リニューアルまでに提案が間に合わなかった。 
 

那賀町移住・定住サイト／那賀町公式ホームページ 
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【問題となったこと・苦労したこと】 

 那賀町においては、空き地担当課がないことで、キーパーソンとして町長に会議に参加

してもらうため、スケジュールを密に調整した。 
 まずは、役場職員に問題意識を共有してもらうことを目的とし、どういう会議の流れに

するか、四国地方整備局や有識者と議事次第を調整するのが難しかった。（両者とも、事

前にオンライン MTG） 
 

⑨ 住民団体「なか地域価値創造協議会」設立 

 1 月 31 日（金）17 時～19 時 設立総会（那賀町内の古民家を改築した宿にて） 
 住民団体設立にあたって、空き家とまちづくりで見識と実績のある徳島大学教授ヒアリ

ング。那賀町空家等対策協議会委員でもある。住民団体設立について意見交換をし、団

体運営におけるポイントを把握。 
  ヒアリング対象： 教授（徳島大学理工学部社会基盤デザインコース建築計画研

究室） 

          理事 

            

 任意団体「なか地域価値創造協議会」 
理事長（町内在住士業代表）、理事（住民メンバーから 3 名）、アドバイザー（6 士業連

携那賀町空き家空き地対策チームのメンバーから 3 名、 教授）、監事（税理士）、ほ

か住民メンバーを入れて、合計 14 名 
 4 月 20 日（日）14 時～16 時 設立記念講演会を企画（参加費無料） 
【第一部】 氏ご講演 

 「空き家は解体？活かす？あなたの実家をどうするか」 

・那賀町における空き家の実態 

・空き家相続における問題点 

・解体の現状と、活かす場合の実例 

・どうやって譲り渡す人を見つける？ 

【第二部】パネルディスカッション「那賀町における空き家対策について」 

    コーディネーター：  

    パネリスト：町長、士業代表、空き家売主代表、空き家買主代表 
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設立総会の様子 

 

【工夫した点・特徴等】 

 旧 5 カ町村から住民メンバーを募って、那賀町全域をカバーする住民団体にしようとし

た。 
 理事には問題意識が高い経営者を選出。実行力のある組織にしようとした。 
 町外在住士業はアドバイザーという形で参画し、あくまで決定権は住民にあるようにし

た。 
 実績を積み上げて一般社団法人化し、推進法人に指定されることを念頭に置いて、その

まま法人化しても問題のないしっかりした規約を作成した。 
 現状、自主財源がないことから、寄附金取扱規程を作成し、寄附を募った。 
 住民に協議会を周知するため、モデル事業期間が終わっても、4 月から 8 月まで、協議

会主体の「相続等無料相談会」を開催することとした。 
 

【問題となったこと・苦労したこと】 

 人口減少及び高齢化の著しい旧木沢村だけ、どれほど手を尽くしてもメンバーになる人

を探せなかった。（現職役場職員から役場 OB にも声をかけてもらった） 
 2 年に渡り、那賀町の所有者不明土地問題に取り組んできた士業と、士業チーム代表者

の知人友人ということで声がかかった住民メンバーとの間で問題意識に差がある。これ

からどのように課題を共有していくかが肝心。 
 自主財源の確保が課題。寄附のみに頼るのではなく、財源確保に向けて知恵を絞ってい

く。 
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 業務の成果と課題 

① 本業務で得られた成果・知見 

 令和 5 年度から継続した「相続等無料相談会」をさらにブラッシュアップし、より効率

的な相談フローを確立。役場と役割分担をしっかりしたことで、スムーズな運営につな

がった。「行政と民間が連携した相談会」のモデルがある程度確立した。 
 2 年に渡る「相続等無料相談会」を通じて、士業の連携体制及び信頼関係が強化された。

複雑な事例については、複数専門分野の士業が絡まないと対応できない。自治体と○○

士会が連携しているケースも目にするが、課題解決に向けた迅速な動きは、日頃から連

携のとれた士業の「個人的な繋がり」が大事だとの知見を得た。 
 那賀町空き家空き地バンク改善のためのバンク担当者ヒアリング、多面的からの各種調

査、他市町村における運営状況のヒアリング等から見えてきたのは、行政のみで空き家

空き地バンクを運営し、宅建的な問題なく成果を上げることの限界。バンク登録をする

前に、専門家に相談が必要なケースもあり、そのためには民間団体との協定締結等の検

討が必要であると感じる。 
 令和 5 年度採択で 4 士業（司法書士、土地家屋調査士、行政書士、宅地建物取引士）が

連携し、令和 6 年度ではメンバーを増員して 6 士業（税理士、弁護士を追加）が連携し

たが、今年度は、実際に税理士や弁護士に依頼をするケースはなかった。しかし、今後、

税務的、もしくは紛争状態の相談があった際には、これら士業がチームメンバーにいる

ことは大きな安心材料となる。 
 モデル事業を通じて 2 名の有識者と知り合った。中間・成果報告会で知り合った他団体

からの紹介だが、地方で孤立しがちな活動団体を全国レベルでつなぎ、それぞれの知見

や人脈を共有し合うことで、より良い成果に繋げていくことができる。 
 地方において、不動産の資産価値が低く「負動産」という意識がある中、行政や民間が

密に連携し、住民の意識向上を目指す必要があることを「なか地域価値創造協議会」設

立に向けた取組で知った。 
 

② 今後の課題 

 相続等無料相談会 
 合計相談件数は 69 件と多かったが、相続登記が難しい複雑なケースが多々含まれ

ていた。また、相談会後、家族で話し合った結果、意見の相違や資金の問題、高齢

故のメンタル面等で相続登記を断念するケースも散見された。相続登記義務化は周

知されているが、中山間で多く発生している数次相続や地域慣習等による所有者不

明土地問題は、現行民法で解決が難しいと思われる。 
 空き家空き地バンク改善のためのヒアリング、担当者講習など 

 数年で異動となるバンク担当者が不動産の専門知識を身に付けて現場対応する難
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しさを把握した。他市町村においても、十分な予算で外部委託できるところは少

なく、不動産取引において役場が責任を負わないルール決めでやっているところ

もある。那賀町においては、空き家空き地バンクを「まちづくりグランドデザイン」

の中でどう位置づけるかが大事。 

 全役場職員向け勉強会の実施 

 旧 5 カ町村の本庁・支所において、対応する住民数や職員マンパワーの違いから、

同レベルの住民対応をする難しさを把握した。勉強会参加人数は 2 年連続多いこと

から、会を継続して職員の知識を深めていく必要性を感じた。 

 所有者不明土地意見交換会の実施 

 四国地方整備局による法制度及び推進法人説明の機会を拡大し、東京の有識者や

町長、各課課長、士業を交えた大規模な意見交換会としたことで、参加者の意識

が高まった。第 1 回意見交換会を次にどうつなげていくか、役場との協議の進め方

が課題。 

 「なか地域価値創造協議会」設立 
 旧 4 か町村住民はメンバーが決まったが、人口減と高齢化が著しい 1 地区は決まら

ないまま。町長からは全町カバーするように要望されており、メンバー探し中。ま

た、団体の財源は、寄付金や補助金・交付金等のみとなり、今後安定した財源確保

も必要となる。士業メンバーと住民との役割分担など安定した体制づくりも、今後

の重要な課題。 
 

 今後の取組予定・見通し 

 協議会主体の「相続等無料相談会」の継続 

 4 月から 8 月にかけて毎月 1 回、本庁と全支所にて。現士業チームのうち、協議会

アドバイザーになった士業が相談にあたる。 

 役場との連携を継続し、広報や会場確保は役場が行う。 

 「なか地域価値創造協議会」設立記念講演会の開催 
 4 月 20 日（日）14 時～16 時 
 役場の後援名義を得て「広報なか」折込チラシやケーブルテレビで広報。ただ

し、財源は協議会拠出。 
 講演会の運営におけるメンバー役割分担等を決定。協議会としての初活動であ

り、住民メンバーの活動体制を整える初動となる。 
 講演会を通じて「協議会」の存在を町内に知らしめる。（講演会の様子は、ケーブ

ルテレビでも放映予定） 
 「なか地域価値創造協議会」第 1 期総会 

 5 月 24 日（土）日中予定 
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 住民メンバーの意欲を高めるための勉強会も兼ねる。また、住民と士業メンバー（ア

ドバイザー）との役割分担等も話し合う。 
 「なか地域価値創造協議会」メンバー勧誘 

 より良い運営体制に変えていくため、広報活動を通じてオープンな会員勧誘を行う。

問題意識を持ち、実行力のある新規メンバーの加入を促していく。 
 令和 6 年度モデル事業の成果報告と推進法人協議のための町長面談 

 3 月 18 日（火）11 時予定 
 第 1 回所有者不明土地意見交換会の後の、次のアクションをどうするか話し合う 
 町長、にぎわい推進課課長、同課担当者、士業 3 名、協議会理事が参加予定 
 1 回に限らず、何度か話し合う場を設けてもらえるよう協議する 

 「那賀町空き家空き地バンク」を含む移住者向けホームページへの提案 
 リニューアル後のサイトについて、利用者目線での提案を行う 

 

 分析・提言等 

 士業連携の推進こそが鍵 
 那賀町には、行政書士＆宅地建物取引士以外の士業（司法書士・土地家屋調査士）

はいない。本事業では、町外の異なる専門性を持つ士業が密に連携して多くの課題

を解決してきた。前述したとおり、那賀町における空き家空き地問題は複雑化して

おり、さらなる解決力と機動力を求めて、より一層連携を強めることが重要。 

 中山間部や過疎地の他市町村においても同様の問題が生じていると思われる。これ

らの地域における「士業過疎」からの所有者不明土地問題をどのように解決してい

くかは、那賀町における士業連携の取組がモデルになるのではないだろうか。 

 官民連携へのより強固なサポートを 

 本事業を通じて、役場とは一定の関係性を築くことができた。しかし、今後におい

て、より高い実効性を持って官民連携を進めていくにはどうアプローチしていった

らいいか、現時点では不透明。地方自治体と地元民間団体（士業団体等）が連携し

やすいような国のサポートが重要だと思われる。 

 高齢化、過疎化のスピードに間に合うか 
 那賀町における高齢化及び過疎化の進行を鑑みると、数年で一気に所有者不明土

地が増えるのではないかという危惧がある。特に、奥地になればなるほど、適切

な登記がなされておらず、数次相続が多く、交換した土地を未登記のまま放置す

るなど慣習による土地管理が多い。そういった土地を代々管理してきた高齢者が

亡くなった際、その子孫は大概が町外に出ており、町内に戻ることはない。資産

価値が低い割に権利関係が複雑化した土地に高額な登記費用をかけるかどうかが

懸念される。 
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 相続登記の先にあるものは？ 

 田畑、山林等の所有者が相続登記で確定したことで、売買・贈与しやすくなる

が、譲受人による不動産の適正管理がされていないケースがある。また、地域に

とって不適切な人物（法人）への所有権移転をどう考えていくか？合わせた法整

備が必要ではないかと思われる。 




